
告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
係
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

区
画
漁
業
の
免
許
に
係
る
条
件
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

家
畜
商
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

開
発
行
為
の
完
了
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

雑

報

大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
ソ
ー
大
分
豊
饒
店
・
新
鮮
市
場
南
大
分
店

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
百
九
十
六
番

外

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役

矢

野

靖

二

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
十
四
号

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
二
月
十
五
日

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
六
百
九
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

５

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
敷
地
内

百
一
台

㈡

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
輪
場
№
一

Ａ
棟
北
側

十
台

駐
輪
場
№
二

Ｂ
棟
北
側

七
台

駐
輪
場
№
三

Ｂ
棟
北
側

四
台

合
計

二
十
一
台

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

二

四

号

七

月

十

三

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

Ａ
棟
東
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

Ｂ
棟
西
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
三

Ｂ
棟
南
側

百
七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
四

Ｂ
棟
東
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

三
百
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
一

Ａ
棟
東
側

〇
・
六
七
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
二

Ｂ
棟
南
側

十
四
・
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

十
五
・
二
七
立
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
八
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

三
箇
所

出
入
口
№
一
〜
三

建
物
敷
地
西
側
及
び
北
側

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

二
十
四
時
間

荷
さ
ば
き
施
設
№
三

二
十
四
時
間

荷
さ
ば
き
施
設
№
四

二
十
四
時
間

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
六
月
十
四
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

２

縦
覧
期
間

令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十

一
月
十
五
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
戸
次
店

大
分
市
大
字
中
戸
次
字
寺
ノ
内
五
千
百
十
一
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役

横

山

英

昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

３

変
更
し
た
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役

宇

野

正

晃

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

外
一
者

変
更
後

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役

横

山

英

昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
前

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
戸
次
店

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

変
更
後

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
戸
次
店

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役

宇

野

正

晃

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

外
一
者

変
更
後

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役

横

山

英

昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

４

変
更
の
年
月
日

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

平
成
二
十
七
年
二
月
一
日

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
六
月
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十

一
月
十
五
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
戸
次
店

大
分
市
大
字
中
戸
次
字
寺
ノ
内
五
千
百
十
一
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役

横

山

英

昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計

変
更
前

二
千
三
百
五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

千
六
百
九
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

駐
輪
場
№
一

Ａ
棟
北
側

十
七
台

駐
輪
場
№
二

Ａ
棟
北
側

二
十
三
台

駐
輪
場
№
三

Ｂ
棟
北
側

二
十
八
台

合
計

六
十
八
台

変
更
後

駐
輪
場
№
一

店
舗
棟
北
側

十
七
台

駐
輪
場
№
二

店
舗
棟
北
側

二
十
三
台

合
計

四
十
台

⑵

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

Ａ
棟
東
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

Ｂ
棟
北
側

二
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三
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土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

白
水
井
路
土
地
改
良
区

竹
田
市

令
三
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

合
計

七
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設

店
舗
棟
東
側

七
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

⑶

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

変
更
前

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
一

Ａ
棟
内
南
側

十
一
・
三
二
立
法
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
二

Ｂ
棟
北
側

二
・
四
三
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

十
三
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

店
舗
棟
内
南
側

十
一
・
三
二
立
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
九
時

⑵

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

令
和
三
年
六
月
十
九
日

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

令
和
四
年
二
月
十
九
日

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

令
和
三
年
六
月
十
九
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
六
月
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十

一
月
十
五
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
庄
内
町
五
ヶ
瀬
字
ジ
ル
谷
一
八
五
〇
番

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
五
〇
〇
号

宇
佐
市
安
心
院
町
東
椎
屋
字
登
坂
三
四
五
番
三
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
東
椎
屋
字
登
坂
三
六
〇
番
二
ま
で

令
三
・

七
・
二
三

こ

だ
ま

ま
さ

き

兒

玉

雅

紀

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
大
分
カ
ー
ド
代
表
取
締
役
社
長

令

二
・

二
・
一
七

こ

だ
ま

ま
さ

き

兒

玉

雅

紀

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
オ
ー
シ
ー
代
表
取
締
役
副
社
長

令

二
・

二
・
一
七

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

次
の
と
お
り
区
画
漁
業
の
免
許
に
係
る
条
件
を
変
更
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

条
件
を
変
更
し
た
漁
業
権
の
免
許
番
号
及
び
漁
業
権
者

１

免
許
番
号

区
第
三
千
二
百
三
十
一
号

２

漁
業
権
者

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

変
更
後
の
条
件

１

海
上
交
通
の
安
全
確
保
の
た
め
、
養
殖
筏
等
の
流
出
及
び
移
動
を
防
止
し
、
並
び
に
設
置
場
所
を
表

示
す
る
海
上
標
識
用
灯
火
を
設
置
す
る
こ
と
。

２

当
該
漁
業
権
に
係
る
漁
場
の
区
域
に
お
い
て
設
置
す
る
養
殖
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
以
下
の
規
模

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
生
け
簀
の
総
面
積
が
五
万
五
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
、
生
け
簀
の
形
状
、
規
格
又
は
台
数
を
変
更
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

形
状

長
方
形

規
格

八
十
メ
ー
ト
ル
×
四
十
八
メ
ー
ト
ル

台
数

十
二
台

形
状

長
方
形

規
格

五
十
メ
ー
ト
ル
×
三
十
メ
ー
ト
ル

台
数

三
台

３

当
該
漁
業
権
に
係
る
漁
場
の
区
域
に
お
い
て
天
然
種
苗
の
活
込
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、

「
天
然
種
苗
の
活
込
」
と
は
、
天
然
か
ら
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
、
初
め
て
区
画
漁
業
権
の
設
定
さ

れ
た
海
面
の
養
殖
の
用
に
供
す
る
施
設
に
投
入
す
る
こ
と
を
い
う
。

４

天
然
種
苗
と
人
工
種
苗
を
同
一
の
養
殖
生
簀
で
養
殖
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
然
種
苗
と
人

工
種
苗
を
明
確
に
識
別
で
き
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

変
更
年
月
日

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長

深

田

茂

人

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

〇
公

告

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
・
労
働
委
告
示
・
公
告
）

五
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一

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

大
分
県
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
構
築
業
務
委
託

二

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

１

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
者

㈡

営
業
に
関
し
必
要
な
許
可
、
認
可
等
を
得
て
い
な
い
者

㈢

営
業
年
数
が
一
年
未
満
の
者

㈣

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈤

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
添
付
書
類
に
故
意
に
虚

偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

㈥

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
基
準
日
（
申
請
書
を
提
出
す
る
月
の
初
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
基
準
年
度
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
決
算
時
の
実
績
に
お
い
て
、
知
事
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
し
、
入
札
参
加
資
格

が
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

㈠

営
業
概
要

⑴

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
時
の
実
績
を
い
う
。
）

⑵

競
争
入
札
に
係
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
要
員
の
有
無
（
基
準
日
に
お
い
て
有
す
る
要
員
の
状

況
を
い
う
。
）

⑶

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
体
制
（
基
準
日
に
お
け
る
保
管
デ
ー
タ
の
管
理
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に

必
要
な
対
策
の
実
施
状
況
を
い
う
。
）

㈡

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈢

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
時
の
実
績
で
、
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た

数
値
を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
電
子
自
治
体
推
進
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
〇
六
七

３

申
請
の
時
期

令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を

希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五

申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.oita.jp

/sosh
ik
i/14250/san

n
k
ash
ik
ak
u
.h
tm
l

六

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認

め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
参
加
資
格
を
停
止
し
た
時
か

ら
三
年
以
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

２

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取

り
消
さ
れ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
３
年
７
月
１３
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
調
達
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

大
分
県
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
構
築
業
務
委
託

⑵
契
約
期
間

契
約
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３１
日
ま
で

⑶
調
達
内
容

別
途
配
布
す
る
「
大
分
県
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
構
築
業
務
委
託
仕
様
書
」
の
と
お

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六



り

⑷
納
入
場
所

大
分
県
知
事
が
指
定
す
る
場
所

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

〒
８７０
－
８５０１

大
分
県
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
１
番
１
号

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
電
子
自
治
体
推
進
班
（
県
庁
舎
本
館
２
階
）

電
話
番
号

０９７
－
５０６
－
２０６５

３
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所

２
に
同
じ

⑵
日
時

令
和
３
年
７
月
１３
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
２３
日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３
年
法
律
第
１７８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
。

４
大
分
県
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
利
用

本
件
入
札
は
、
大
分
県
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
で
入
札
の
手
続
を
行
う
。
ま
た
、
当
該
入
札
に
係

る
事
項
は
、
こ
の
公
告
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
大
分
県
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
運
用
基
準
に
よ
る
。

５
入
札
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語

日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

６
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

こ
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
に
限
り
入
札
参
加
を

認
め
る
。

⑴
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

⑵
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１４
年
大
分
県
告
示
第
５５６
号
）
の
う
ち
、
シ
ス
テ
ム
分
析
、
シ
ス
テ

ム
開
発
及
び
シ
ス
テ
ム
運
用
・
管
理
と
し
て
の
業
務
の
登
録
を
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑶
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
を
定
め
て
従
業
員
へ
遵
守
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

⑷
官
公
庁
や
地
方
公
共
団
体
と
の
契
約
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
事
前
に
入
札
参
加
申
請
を
行
い
、
入
札
参
加
の
承
認
を
受
け
た

者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
紙
に
よ
る
入
札
を
希
望
す
る
場
合
は
、
大
分
県
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
運
用
基
準
に
示
す
手
続
を
行
い
、
そ
の
承
認
を
得
る
こ
と
。

⑹
こ
の
調
達
に
係
る
営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
会
社
更
生
法
（
平
成
１４
年
法
律
第
１５４
号
）
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１１
年
法
律
第
２２５
号
）
に
基
づ

き
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
（
以
下
「
手
続
開
始
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
入
札
に
参
加
す
る
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
た
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑻
公
示
の
日
以
降
開
札
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負

契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受

け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。
な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分

県
警
察
本
部
に
確
認
す
る
場
合
が
あ
る
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７
号
）

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
・
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購

入
契
約
等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

⑽
共
同
企
業
体
に
よ
る
場
合
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
共
同
企
業
体
協
定
書
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
共
同
企
業
体
は
、
自
主
結
成
と
す
る
。

イ
共
同
企
業
体
の
各
構
成
員
は
、
単
独
又
は
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
で
本
件
入
札
に
参
加
し
て

い
な
い
こ
と
。

７
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

⑴
申
請
の
時
期

令
和
３
年
７
月
１３
日
（
火
）
か
ら
同
月
２１
日
（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七



関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。
な
お
、
申
請
者
が
期

日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場

合
が
あ
る
。

⑵
申
請
書
類
の
入
手
場
所
及
び
提
出
先

〒
８７０
－
８５０１

大
分
県
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
１
番
１
号

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
電
子
自
治
体
推
進
班
（
県
庁
舎
本
館
２
階
）

電
話

０９７
－
５０６
－
２０６７

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.oita.jp

/sosh
ik
i/14250/san

n
k
ash
ik
ak
u
.h
tm
l

８
入
札
説
明
書
の
交
付

大
分
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
て
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
メ
ー
ル
に
て
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
に
は
利
用
者
登
録
が
必
要
と
な
る
た
め
、
シ
ス
テ
ム
内
の
案
内
に
従
い
登

録
・
利
用
方
法
を
確
認
す
る
こ
と
。

大
分
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
h
ttp
s://w

w
w
.eg
ov
-oita.p

ref.oita.jp
/

申
請
先
大
分
県

手
続
名
入
札
説
明
書
の
交
付

９
入
札
参
加
条
件

入
札
説
明
書
に
規
定
す
る
参
加
資
格
証
明
書
兼
誓
約
書
等
を
令
和
３
年
８
月
１６
日
（
月
）
ま
で
に
２
に

掲
げ
る
部
局
に
提
出
し
、
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

１０
大
分
県
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
金
額
の
入
力
期
間

大
分
県
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
下
記
の
期
間
に
入
札
金
額
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
紙
に
よ
る
入
札
の
承
認
を
得
た
者
は
、
２
の
場
所
へ
下
記
期
間
中
に
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提

出
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
紙
に
よ
る
入
札
で
入
札
書
及
び
委
任
状
に
押
印
を
省
略
す
る
場
合
、
郵
送
時
の

封
筒
の
送
り
主
欄
又
は
持
参
者
の
身
分
証
明
書
等
で
本
人
（
代
表
者
又
は
受
任
者
）
の
確
認
を
行
う
も
の

と
す
る
。

期
間

自
令
和
３
年
８
月
１７
日
（
火
）

至
令
和
３
年
８
月
２３
日
（
月
）
午
後
５
時

１１
開
札
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
３
年
８
月
２４
日
（
火
）
午
前
１０
時

⑵
場
所

大
分
県
庁
舎
本
館
１
階

１２
会
議
室

１２
入
札
保
証
金

免
除
と
す
る
。

１３
契
約
保
証
金

免
除
と
す
る
。

１４
入
札
の
無
効

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９
年
大
分
県
規
則
第
２２
号
）
第
２７
条
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
入
札

に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

１５
再
入
札

開
札
の
結
果
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
が
い
な
い
と

き
は
、
速
や
か
に
別
に
定
め
る
日
時
に
お
い
て
再
入
札
を
行
う
。

１６
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
入
札
説
明
書
別
記
「
提
案
書
評
価
基
準
表
」
に
示
す
各
項
目
に
つ
い
て
、
提
案
内
容
の
評
価
に
応
じ

て
上
限
の
範
囲
内
で
加
点
し
、
企
画
提
案
点
（
５００
点
満
点
）
と
す
る
。

⑵
入
札
価
格
に
つ
い
て
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
、
価
格
点
と
す
る
。

価
格
点
＝
満
点
の
価
格
点
（
１００
点
）
×
（
１
－
入
札
価
格
／
予
定
価
格
）

⑶
入
札
価
格
が
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
あ
る
者
の
う
ち
、
提
案
書
評
価
に
よ
る
「
企
画
提
案

点
」
と
、
入
札
価
格
評
価
に
よ
る
「
価
格
点
」
の
合
計
点
が
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ

し
、
提
案
項
目
表
に
示
す
必
須
項
目
が
１
項
目
で
も
０
点
と
な
っ
た
場
合
は
落
札
者
と
し
な
い
。

⑷
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た

履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が

公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の

う
ち
、
合
計
点
が
次
に
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

⑸
落
札
者
と
な
る
べ
き
合
計
点
数
の
最
も
高
い
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
入
札
者
に
く
じ
を

引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
、
く
じ
を
引
か
な
い
者

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と

す
る
。

１７
そ
の
他

⑴
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

⑵
そ
の
他
、
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

１８
S
u
m
m
ary

⑴
T
h
e
n
am
e
of
con
tract

m
atter

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

講

習

内

容

講
習
時
間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

四四六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

監

事

後

藤

昭

次

竹
田
市
大
字
城
原
一
一
九
九
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

後

藤

昭

次

竹
田
市
大
字
城
原
一
一
九
九
番
地

監

事

森

陽

一

〃

大
字
米
納
四
二
六
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
畜
商
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

講
習
会
の
目
的

家
畜
の
取
引
の
業
務
に
関
す
る
必
要
な
知
識
の
修
得

二

講
習
の
対
象
者

家
畜
の
取
引
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
三
年
九
月
二
十
九
日

午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

令
和
三
年
九
月
三
十
日

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
受
付
時
間
は
、
両
日
と
も
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で
と
す
る
。

２

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
八
階
八
二
会
議
室

四

講
習
の
方
法

五

受
講
手
続
及
び
受
付
期
間

県
振
興
局
に
備
付
け
の
受
講
申
請
書
に
、
講
習
手
数
料
と
し
て
三
千
三
百
円
の
大
分
県
収
入
証
紙
と
写

真
を
貼
り
付
け
、
令
和
三
年
八
月
十
三
日
ま
で
に
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
県
振
興
局
農
山
（
漁
）

村
振
興
部
に
申
し
込
む
こ
と
。
た
だ
し
、
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
県
中
部
振
興
局
農
山

漁
村
振
興
部
（
大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号
）
に
申
し
込
む
こ
と
。

六

講
習
会
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
を
修
了
し
た
者
に
は
、
講
習
会
修
了
後
一
箇
月
以
内
に
講
習
会
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

七

携
行
品

１

筆
記
用
具

２

家
畜
商
講
習
会
テ
キ
ス
ト
（
当
日
、
会
場
で
あ
っ
せ
ん
す
る
。
）

八

そ
の
他

講
習
会
に
つ
い
て
不
明
な
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
最
寄
り
の
県
振
興
局
農
山
（
漁
）
村
振
興
部
に
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
城
原
井
路

土
地
改
良
区
（
竹
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
九
重
土
地

改
良
区
（
玖
珠
郡
九
重
町
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

D
ev
elop
m
en
t
of
O
ita
P
refectu

re
local

g
ov
ern
m
en
t
in
form

ation
secu
rity
clou
d

-T
h
e
d
etails

are
d
escrib

ed
in
th
e
m
an
u
al
of
th
is
ten
d
er.

⑵
T
im
e
L
im
it
for
T
en
d
er

５：
００
P
M
on
２３
A
u
g
,２０２１

⑶
C
on
tact

P
oin
t
for
th
e
N
otice

G
ov
ern
m
en
t
S
y
stem

E
lectron

ization
O
ffice,

G
en
eral

A
ffairs

D
ep
artm

en
t,

O
ita
P
refectu

ral
G
ov
ern
m
en
t
O
ffice

3－
1－
1,O
h
te-m
ach
i,O
ita
city

870－
8501

Jap
an

T
E
L
097－

506－
2065

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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役

名

氏

名

住

所

理

事

松

原

豊

海

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
三
〇
九
六
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

梶

谷

正

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
三
〇
九
一
番
地
の
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

有

瀬

義

德

宇
佐
市
大
字
城
井
一
六
八
七
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

着

手

年

月

日

完

了

年

月

日

県
営
防
災
た
め
池
事
業

（
地
震
対
策
型
）

（
本
田
溜
池
地
区
）

平
二
九
・

三
・
二
四

令

二
・

九
・
二
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

黒
木

明
雄
、
黒
木

敏
之
、
黒
木

道
信
、
黒
木

良
一
、
黒
木

仁
士
、

黒
木

秀
信
、
黒
木

勇
、
黒
木

勉
、
黒
木

公
晴
、
黒
木

善
知
加
、
黒

木

明
子
、
黒
木

隆
喜
、
黒
木

重
晴
、
黒
木

義
文
、
黒
木

幸
吉
、
黒

木

一
章
、
黒
木

徳
芳
、
黒
木

義
弘
、
黒
木

栄
二

日
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
土
地

改
良
区
（
宇
佐
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

令
和
二
年
六
月
二
日
付
け
大
分
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
条
の
規
定
に

よ
る
通
知

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

日
田
市
大
字
庄
手
字
堀
ノ
上
二
百
三
十
八
番
一
ほ
か
八
筆
及
び
二
百
三
十
八
番
一
ほ
か
五
筆
の
各
地
先

水
路

二

開
発
区
域
の
面
積

五
千
六
百
九
十
八
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

日
田
市
大
字
高
瀬
十
六
番
地
の
十
八

医
療
法
人

聖
陵
会

理
事
長

山

田

和

典

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
三
年
六
月
二
日

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
〇



一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
津
市
大
字
犬
丸
字
大
山
二
千
三
百
八
十
一
番
一
か
ら
二
千
三
百
八
十
一
番
三
ま
で

二

開
発
区
域
の
面
積

四
千
五
百
七
十
八
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

千
葉
県
市
川
市
市
川
一
丁
目
四
番
十
号
市
川
ビ
ル
八
階

株
式
会
社
デ
ベ
ロ
ッ
プ

代
表
取
締
役

岡

村

健

史

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
一
丁
目
一
番
十
四
号

Ｊ
Ｒ
九
州
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

本

郷

譲

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
三
年
六
月
十
四
日

〇
雑

報

大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
相
馬
尊
重
か
ら
、
大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
令
和
二
年
度

決
算
の
要
旨
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
登
載
依
頼
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
・
雑
報
）

一
一



物 資

１３

２０,７１６

２０,７２９

９,４７６

４７５

２１０

４,８３７

１４,９９８

５,７３１

貸 付

１２２

１１,５８２

１１,７０４

４,６７５

３００

４,０９８

２２５

２,２０９

１１,５０７

１９７

貯 金

１２３,９８７

７０

１２４,０５７

７,８１５

６１１

８４,１７４

２,５３６

９５,１３６

２８,９２１

保 健

２５８,９１７

１１７,９３５

５,４００

３８２,２５２

２８,８４８

１,９２５

１,８８２

３８３,４７８

４１６,１３３

△３３,８８１

業 務

１４１,７２８

５２,０５６

７３

９

２６,４６１

２２０,３２７

８６,０８２

１４,６５６

４,９３８

６２,９９１

３３,７８２

２０２,４４９

１７,８７８

経過的長期
預託金管理

０

０

０

退職等年金
預託金管理

４,０９８

４,０９８

４,０９８

４,０９８

０

経過的長期

７８,０２５

７８,０２５

７８,０２５

７８,０２５

０

退職等年金

５４７,５０６

５４７,５０１

１,０９５,００７

５４７,５０６

５４７,５０１

１,０９５,００７

０

厚生年金保険

１０,５２９,１６８

６,６７１,１６９

１７,２００,３３７

１０,５２９,１６８

６,６７１,１６９

１７,２００,３３７

０

短 期

３,９６５,３４１

３,９６４,７２５

２１３

６７１,１９７

５７３,９３１

９,１７５,４０７

３,６０７,６５２

９６,４２５

３６０,５９８

２,７５０,０６５

１,６０８,５９８

８

５５

８３７,２２９

２６,４６１

４,１９５

５４３,８９９

９,８３５,１８５

△６５９,７７８

経 理 区 分

負担金

掛金

連合会交付金

利息及び配当金

その他の収入

他経理から繰入

前年度繰越支払準備金

計

給付

負担金払込金

掛金払込金

役職員給与

旅費・事務費

委託費

事務費負担金払込金

支払利息

連合会払込金

連合会拠出金

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

病床転換支援金

退職者給付拠出金

介護納付金

他経理へ繰入

その他の支出

次年度支払準備金

計

差引当期利益金又は
当期損失金（△）

収

入

支

出

２２８,５５４

２２８,５５４

５１,４６３

１５,２８４

６６,７４７

１６１,８０７

１６１,８０７

２２８,５５４

６９,９７１

８６７,０６１

９３７,０３２

４１６,５９１

４１６,５９１

５２０,４４１

５２０,４４１

９３７,０３２

２,０３９,５５１

１１,３９２,７８５

１３,４３２,３３６

１２,５４０,８４６

１１,９２７

１２,５５２,７７３

８７９,５６３

８７９,５６３

１３,４３２,３３６

１,５９５,２２８

１,５９５,２２８

１２,０７５

７１,０４１

８３,１１６

１,５１２,１１２

１,５１２,１１２

１,５９５,２２８

６０８,５３２

６０８,５３２

７,０２４

１１６,１４６

１２３,１７０

４８５,３６２

４８５,３６２

６０８,５３２

０

０

０

０

２２,３９４

３５５,０００

３７７,３９４

３７７,３９４

３７７,３９４

０

３７７,３９４

４７４

４７４

４７４

４７４

０

４７４

６７,５６２

６７,５６２

６７,５６２

６７,５６２

０

６７,５６２

１,００６,５４１

１,００６,５４１

１,００６,５４１

１,００６,５４１

０

１,００６,５４１

１,１６０,４４４

１,１６０,４４４

７,５２７

５４３,８９９

５５１,４２６

６１９,９８３

１０,９６５

６０９,０１８

１,１６０,４４４

流動資産

固定資産

繰延資産

資 産 合 計

流動負債

固定負債

負 債 合 計

資本剰余金

積立金

利益剰余金

欠損金

純資産合計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

資
産

負
債

資
本

損益計算書の要旨 （単位：千円）

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

大 分 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

大分県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和２年度決算の要旨を公告する。

令和３年７月１３日

大分県市町村職員共済組合

理 事 長 相 馬 尊 重

令
和
三
年
七
月
十
三
日

大
分
県
報
（
雑
報
）

一
二


